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箕面市ふるさと納税（みんなの箕面の緑の寄附金）返礼品提供事業者募集要項

制 定 令和４年（2022 年）６月６日

１ 目的

箕面市では、本市の魅力発信及び地域経済の振興のため、ふるさと納税（寄附金）制度により

本市へ寄附をいただいた市外在住の個人のかたに対してお礼の品として商品やサービス（以下

「返礼品」という。）を贈呈しています。

そこで、より多くの市外のかたとのつながりを築き、本市に興味と愛着を持っていただくた

め、返礼品の提供に協力いただける事業者（以下「返礼品提供事業者」という。）を募集し、返

礼品を選定します。

２ 募集要件

返礼品提供事業者及び返礼品は、次に掲げる要件を全て満たす必要があります。

（１）返礼品提供事業者の要件

ア 市税の滞納（不申告を含む。）をしていないこと。

イ 大阪府暴力団排除条例（平成 22 年大阪府条例第 58 号）第 2 条第 1 号から第 4号までに

規定する者に該当しないこと。

ウ 特定商取引法、景品表示法、消費者契約法、大阪府消費者保護条例等、消費者関係法令に

照らして問題がないこと。

（２）返礼品の要件

下記の要件に全て適合する必要があります。ただし、下記の要件に適合しても市が返礼品と

して適当でないと認めた場合は、この限りではありません。

ア 市内で生産、製造、加工、サービス提供（体験含む）されているもの等で、国から掲示さ

れる基準に該当するものであること。

イ 品質及び数量の面において、安定供給が見込めること。ただし、季節限定、期間限定等の

場合は、提供期間内において安定供給が見込めるものであること。

ウ 返礼品は、本市から発注メールが送信された後、遅滞なく発送できるものであること。た

だし、季節や数量が限定される場合や発送までに一定期間を要するものは、その旨を「箕

面市ふるさと納税（みんなの箕面の緑の寄附金）返礼品申込書（様式 1）」に記載するこ

と。なお、飲食物については、到着後 5日間以上の賞味（消費）期限が保証されるものと

する。

エ 体験型サービス（代行サービス等も含む）においては、次に掲げる要件を全て満たすこと。

①市内において主たるサービスが提供されること。

②寄附者に対して、サービス提供を受けられることがわかる利用券等を発行し、事前に指

定日を設けないものについては、送付後 1年程の有効期限を設けること。ただし、特に

理由がある場合は、半年程度とすることができる。
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③天候等の理由でサービスの提供ができない場合は、代替日等を設定すること。

④安全性の配慮に努めること。

オ 食品衛生法、食品表示法、農林物資の規格化等に関する法律、商標法、特許法、著作権法、

不当景品類及び不当表示防止法、不正競争防止法等、関係法令を遵守しているものである

こと。

カ 公序良俗に反していないこと。

キ 平成 29 年４月１日付け総税市第 28 号総務大臣通知「ふるさと納税に係る返礼品の送付

等について」により通知された、次に掲げる「ふるさと納税の趣旨に反するような返礼品」

に該当しないものであること。

①金銭類似性の高いもの（プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、

通信料金等）

②資産性の高いもの（電気・電子機器、家具、貴金属、宝飾品、時計、カメラ、ゴルフ用

品、楽器、自転車等）

③価格が高額なもの

ク 返礼品に関する情報（返礼品の説明文や写真データ等）が提供可能であること。写真デー

タ等について、返礼品提供事業者以外の第三者が著作権を持つ画像を使用する場合には、

必ず利用の許諾を受けていること。

３ 募集期間

随時募集しています。

４ 申込方法

（１）必要書類

・箕面市ふるさと納税（みんなの箕面の緑の寄附金）返礼品提供申込書（様式 1）

※必要に応じて、商品等の内容のわかるパンフレットなどを添付してください。

なお、返礼品の確認のため、本市から別途資料の提出を求める場合があります。

※返礼品の価格には、商品代、消費税、梱包料及びそれらに係る手数料等をすべて含めてくだ

さい。ただし、配送料は含めないでください。

（２）申込方法

必要書類を電子メールで「９ 問合せ先・申込先」に記載のふるさと納税担当あて

（eigyou@maple.city.minoh.lg.jp）提出してください。
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５ 申込みから返礼品登録までの流れ（目安）

６ 選定の更新及び取消し等

返礼品提供事業者は、返礼品の提供を辞退する場合は、「箕面市ふるさと納税（みんなの箕面

の緑の寄附金）返礼品提供辞退届出書（様式 2）」により市長に申し出てください。ただし選定

された返礼品及び返礼品提供事業者が本要項に定める要件に適合しなくなったと認める場合、

また、提出書類に虚偽があった場合若しくは本市に損害を及ぼす行為があった場合は選定を取

り消すものとします。

７ 報告義務

選定された返礼品提供事業者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに本市まで報告して

ください。

（１）商品等の発送に遅延のおそれが生じたとき

（２）商品等が販売中止または終了となるおそれが生じたとき

（３）商品等の品質及び発送過程等で事故等の問題が生じたとき

（４）その他返礼品提供申込時の内容に変更が生じる可能性があるとき

８ その他の留意事項

（１）返礼品ごとの必要な寄附金額（寄附金コース）は、地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第

37 条の二に基づき、①返礼品が寄附金の３割以下であり、②寄附金の募集に要した費用（返

礼品代金、配送料及び決済手数料等を含む）が５割以下であるよう本市で設定します。

なお、本市は①②の要件を確実に満たすため、①の要件に加えて、返礼品代金及び関西圏へ

の配送料の合計額が寄附金額の４割以下であるよう寄附金額を設定します。

（２）返礼品提供事業者は、返礼品の提供にあたり、知り得た個人情報については、箕面市個人情

報保護条例及び関係法令を遵守して取り扱ってください。また、知り得た個人情報につい

ては、返礼品送付以外の目的に使用することはできません。本市からの発注に基づく本業

務が完了したときは、その都度速やかに知り得た個人情報を返還し、又は消去してくださ

い。なお、本市は、返礼品提供事業者が本事項に違反したことにより本市への損害が発生し

たと認めるときは、返礼品提供事業者へ損害賠償の請求をする場合があります。

（３）返礼品提供事業者は、返礼品の品質等に関して、寄附者から苦情等があった場合は、真摯に

対応して解決に努めるものとし、苦情内容について本市へ報告してください。また、品質等

による保証やクレーム対応について、本市は一切の責任を負いません。

期間の目安 返礼品提供事業者 箕面市

１～２か月

①箕面市に返礼品提供申込書を提出

②返礼品提供事業者の要件を確認

③返礼品の要件を確認、結果の通知

２～３か月 ④ふるさと納税ポータルサイトへ掲載

３～４か月 ⑤寄附申込みの受付開始
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（４）返礼品の開発や準備に要する費用は返礼品提供事業者の負担とします。

（５）選定された返礼品は、寄附者から返礼品として選択された場合に提供するものであり、選択

されない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

（６）ふるさと納税（寄附金）制度の改正等に伴い、事前の予告なしに要件等を変更する場合があ

ります。

９ 問合せ先・申込先

箕面市 地域創造部 箕面営業室 ふるさと納税担当

〒562-0003 箕面市西小路４-６-１

T E L：０７２-７２４－６９０５（直通）

F A X：０７２-７２２－７６５５

Mail：eigyou@maple.city.minoh.lg.jp


